
月額保育料
のみ

○保育にあたれない証明書

※電子申請の際、データを添付してください。

○市町村民税非課税証明書（該当者のみ）※４
該当する場合は
父母それぞれ1部

申請内容（新２・３号） 注意事項

＋

預かり保育料

※１…「はい」を選択した場合でも、フローチャートを進んだ結果「１号認定」となった場合、
　　　　預かり保育料は無償化の対象外となります。

※３…２歳児（満３歳児）は新３号認定、３～５歳児は新２号認定となります。

※２…２歳児の認定は、最短で３歳の誕生日の前日から開始となります。
　　　　また、満３歳児クラスへの在籍が必要となります。

○教育・保育給付認定申請書兼教育・保育施設等
　利用申請 申請子ども

それぞれ申請

父母それぞれ
１部

※原則、電子による申請となります

申請子ども１人に
つき１部

○子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書
（法第30条の４第２号・第３号）

○教育・保育給付認定申請書兼教育・保育施設等
　利用申請 申請子ども

それぞれ申請
※原則、電子による申請となります

※４ 令和６年４月１日時点において申請子どもの年齢が２歳であって、令和５年１月１日時点で
 つくば市に父母の住民票がなかった世帯が該当（父母のうち、どちらかがなかった場合も含む）

無償化対象範囲

月額保育料
のみ

※原則、電子による申請となります

無償化対象範囲

令和６年度用

申請内容（１号） 注意事項

申請内容 無償化対象範囲注意事項

申請区分チェックシート

（新制度幼稚園利用者用）

入園日以降、幼稚園で実施する預かり保育を利用し、

預かり保育料分も無償化の対象とすることを希望しますか？

※１

申請子どもの

令和６年４月１日時点での

年齢は？

あなたの世帯は

住民税非課税世帯ですか？

あなたの世帯は

保育の必要性の要件を満たす世帯ですか?

※詳細は、市ホームページをご確認ください。

はい

いいえ

はい

はい いいえ

２歳

（満３歳）
３～５歳

いいえ

スタート

提出必要書類一覧

左記チェックシートにて「１号認定」に該当する場合

左記チェックシートにて「１号認定＋新２号認定（新３号認定）」に該当する場合

＜認定変更について＞

認定については、年度途中で変更することも可能です。

認定変更を希望する場合は、速やかに幼児保育課までご連絡ください。

※市で申請を受け付けた日以降からの認定となりますのでご注意ください。

例）当初預かり保育を利用する予定がなかったため、１号認定のみを取得したが、共働き

になることに伴い、預かり保育を利用するようになるので新２号認定も申請したい 等

＋

新２号認定とは･･･ 令和６年４月１日時点で申請子どもが３歳以上であって、保育の必要性

がある世帯

新３号認定とは･･･ 令和６年４月１日時点で申請子どもが０～２歳であって、保育の必要性

があり、住民税非課税である世帯

１号認定

※２

１号認定

※２

１号認定

※２

１号認定
新２号認定

（新３号認定）

※３


